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   第 ５ 回  熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

平成27年12月14日(月曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時58分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成27年度熊本県一般会計補

正予算（第５号） 

 議案第４号 平成27年度熊本県電気事業会

計補正予算（第１号） 

 議案第14号 勤労青尐年福祉法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について 

 議案第15号 熊本県工場等設置奨励条例及

び熊本県税特別措置条例の一部を改正

する条例の制定についてのうち 

 議案第16号 財産の処分について 

 議案第20号 指定管理者の指定について 

 議案第21号 指定管理者の指定について 

 議案第22号 指定管理者の指定について 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①水俣病対策の状況について 

  ②第五次熊本県環境基本計画について 

  ③生物多様性くまもと戦略の見直しにつ

いて 

  ④第４期熊本県廃棄物処理計画について 

  ⑤第４次熊本県男女共同参画計画の策定

について 

  ⑥熊本県人権教育・啓発基本計画（第３

次改定）について 

  ⑦阿蘇採石場の終掘に向けた取組みにつ

いて 

  ⑧荒瀬ダム撤去について 

――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 氷 室 雄一郎 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 中 村 亮 彦 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

          部長 田 代 裕 信 

       政策審議監 宮 尾 千加子 

        環境局長 坂 本 孝 広 

      県民生活局長 中 園 三千代 

      環境政策課長 家 入   淳 

      首席審議員兼 

     水俣病保健課長 田 中 義 人 

     水俣病審査課長 藤 本   聡 

    環境立県推進課長 佐 藤 美智子 

      環境保全課長 川 越 吉 廣 

      自然保護課長 川 上 信 久 

      首席審議員兼 

     廃棄物対策課長 岡 田   浩 

  くらしの安全推進課長 開 田 哲 生 

      消費生活課長 前 野   弘 

 男女参画・協働推進課長 大 谷 祐 次 

    人権同和政策課長 中 富 恭 男

 商工観光労働部 

政策審議監兼商工政策課長 奥 薗 惣 幸 

      商工労働局長 伊 藤 英 典 

     新産業振興局長 渡 辺 純 一 

    観光交流経済局長 小 原 雅 晶 

    商工振興金融課長 原 山 明 博 

      労働雇用課長 松 岡 正 之 

    産業人材育成課長 石 貫 秀 一 

      産業支援課長 古 森 美津代 

   エネルギー政策課長 村 井 浩 一 
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      企業立地課長 寺 野 愼 吾 

        観光課長 満 原 裕 治 

        国際課長 磯 田   淳 

くまもとブランド推進課長 成 尾 雅 貴 

 企業局 

          局長 五 嶋 道 也 

   次長兼総務経営課長 福 島   裕 

        工務課長 武 田 裕 之 

 労働委員会事務局 

          局長 白 濵 良 一 

      審査調整課長 平 井   貴 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

     政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○田代国広委員長 おはようございます。た

だいまから、第５回経済環境常任委員会を開

会いたします。 

 まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 次に、本委員会に付託された議案を議題と

し、これについて審査を行います。 

 まず、議案について、執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 説明は、環境生活部、商工観光労働部、企

業局の順に受けたいと思います。 

 なお、執行部の説明は着座のまま簡潔に行

ってください。 

 それでは、環境生活部長から総括説明を、

続いて担当課長から、資料に従い、順次説明

をお願いします。 

 初めに、田代環境生活部長。 

 

○田代環境生活部長 環境生活部関係の議案

の概要につきまして御説明を申し上げます。 

 今回提出しております議案は、予算関係１

議案、条例等関係２議案の合計３議案でござ

います。 

 まず、平成27年度熊本県一般会計補正予算

でございますけれども、総額2,400万円余の

増額補正をお願いしております。 

 その内容としましては、平成26年度の公害

健康被害補償給付事務費交付金の交付額確定

により生じました超過交付金額を国へ返還す

るための経費、同じく平成26年度を期限とし

て造成しました環境保全基金の海岸漂着物対

策推進事業の精算により生じました残金を国

へ返還するための経費でございます。 

 これらによりまして、特別会計を含めた環

境生活部の予算総額は、275億9,600万円余と

なります。 

 また、来年度の委託契約に係ります債務負

担行為の設定や補助事業等の繰越明許費につ

きましてもお願いをしております。 

 次に、条例等議案でございますけれども、

第16号議案の財産の処分についてにつきまし

ては、テトリアくまもとビルの地下３階駐車

場の売却、第20号議案の指定管理者の指定に

つきましては、企業局に係ります熊本県営有

料駐車場等の指定管理者の指定議案を提出す

るものでございます。 

 このほか、水俣病対策の状況についてなど

６件につきまして御報告をさせていただきま

す。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございます。 

 詳細につきましては、関係課長が御説明を

申し上げます。 

 なお、第20号議案の指定管理者の指定の内

容につきましては、後ほど企業局のほうから

御説明いたしますので、あわせてよろしく御

審議のほどをお願い申し上げます。 

 

○田代国広委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いします。 
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○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 経済環境常任委員会説明資料の２ページを

お願いいたします。 

 平成27年度繰越明許費でございます。 

 金額は、中ほどに書いてございますとおり

8,200万円でございまして、これは、環境・

福祉モデル地域づくり推進事業といたしまし

て、本年度津奈木町が整備をいたします交流

拠点センターへの補助でございます。設計に

時間を要しましたことから、28年度に工事費

の繰り越しをお願い申し上げます。 

 保健課は以上でございます。よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。 

 

○藤本水俣病審査課長 水俣病審査課です。 

 ３ページをお願いいたします。 

 公害保健費につきまして、右側の説明欄に

ありますように、公害健康被害補償給付支給

事務費の精算に伴う返納金として799万4,000

円の増額補正をお願いするものです。 

 内容は、認定審査会や検診などの水俣病認

定業務に必要な経費については、毎年、その

２分の１を国が事務費交付金として支給する

こととなっております。 

 今回の返納金は、平成26年度の国の事務費

交付金の交付額確定に伴い、昨年度は認定審

査を実施できていなかったことなどから、経

費の支出実績が見込みを下回ったことによる

ものです。毎年12月補正において、交付額確

定に伴う国への交付金として計上させていた

だいております。 

 水俣病審査課は以上です。よろしくお願い

いたします。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 右の欄に記載のとおり、市町村等再生可能

エネルギー等導入推進事業につきまして、繰

越明許費２億3,200万円の設定をお願いする

ものです。 

 この事業は、災害時の防災拠点や避難施設

に太陽光発電等を整備する市町村等に対して

補助を行うものですが、５市町村において、

翌年２月以降の工事完了を予定しており、太

陽光パネルの納期おくれなどにより事業完了

が翌年度となることが見込まれるため、繰越

明許費の設定をお願いするものです。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

 

○川越環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 債務負担行為といたしまして、大気汚染監

視業務と海域水質環境調査業務の次年度の実

施につきまして、それぞれ限度額276万8,000

円と1,553万1,000円の設定をお願いするもの

でございます。 

 大気汚染監視業務は、ＰＭ2.5や有害大気

汚染物質の成分分析のうち、県の保健環境科

学研究所で分析できない項目を民間委託する

ものでございます。 

 海域水質環境調査業務につきましては、海

域の環境基準点50地点につきまして、原則と

して毎月１回船を出して採水し分析をする業

務を民間委託するものでございます。 

 両事業ともに、４月から年間を通じての調

査でございますので、契約事務等を考慮し、

債務負担行為の設定をお願いするものでござ

います。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○川上自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 繰越明許費についてでございます。 

 今年度から始まりました国立公園内の県有

公園施設の国際化・老朽化対策を行う事業に

つきましては、初めての事業ということで制



第５回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成27年12月14日) 

 - 4 - 

度設計等に時間がかかったためでございま

す。 

 また、８月の台風災害で被災しました県有

公園施設の災害復旧に係る経費につきまして

は、災害査定等の手続がおくれ、工事着手が

おくれているため、繰越明許費の設定をお願

いしているものでございます。 

 自然保護課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○岡田廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 補正予算でございます。 

 環境整備費につきまして1,600万円余の増

額をお願いするものでございます。 

 これは右側の説明欄にありますように、平

成26年度を期限といたしまして、海岸漂着物

の回収、処理を目的に、国の補助金をもとに

造成いたしておりました環境保全基金の精算

に伴う返納金でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 これは、公共関与産業廃棄物最終処分場ア

クセス道路整備事業に係る繰り越しでござい

ます。 

 この事業は、南関町から受託して行います

町道整備事業で9,000万円を繰り越すもので

ございます。 

 繰り越しの理由といたしましては、町が行

いました用地の買収に時間を要しましたため

に、道路改良工事等の期間を確保できなかっ

たことにより繰り越すものでございます。 

 廃棄物対策課は以上でございます。よろし

く御審議のほどお願いいたします。 

 

○大谷男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 資料の９ページをお願いいたします。 

 財産の処分についてお願いしております。 

 説明につきましては、10ページの財産の処

分の概要により説明させていただきます。 

 処分する財産は、熊本市中央区手取本町に

所在いたしますテトリアくまもとビル地下３

階の駐車場です。土地につきましては、全体

敷地面積が5,158.81平米のうち、県の共有持

ち分3.5507％、建物については、県が区分所

有する地下３階専用部分3,140.37平米でござ

います。 

 平成９年の手取本町地区市街地再開発事業

において取得した経緯がございまして、平成

14年のテトリアくまもとビル供用開始以降現

在に至るまで、株式会社鶴屋百貨店等へ継続

して貸し付けております。 

 また、建物の特殊な構造上の理由により、

鶴屋百貨店が所有いたします地下２階駐車場

及び隣接の鶴屋パーキングビルと一体的に運

用されている状況です。 

 当該財産につきましては、貸付先である鶴

屋百貨店から買い受け申し出があり、今般、

県として保有することの必要性について財産

審議会等で検討してまいりましたが、他に公

共利用の予定がないことや構造上特殊な施設

であるため、利活用の方法が鶴屋百貨店の管

理下での駐車場に限定されていること、さら

には、供用開始から15年が経過しているため

老朽化が始まっていること等のために、現時

点で処分することが適当と判断いたしまし

た。 

 売却の相手方につきましては鶴屋百貨店を

予定しており、価格については３億8,200万

円を予定しております。 

 なお、建物につきましては、消費税約

1,666万円余が含まれておりますが、それも

県の収入になることになっております。 

 御審議方よろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 次に、商工観光労働部長

から総括説明を、続いて担当課長から、資料

に従い、順次説明をお願いします。 



第５回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成27年12月14日) 

 - 5 - 

 初めに、奥薗政策審議監。 

 

○奥薗政策審議監 髙口部長が欠席のため、

代理で説明させていただきます。 

 商工観光労働部関係の提出議案の説明に先

立ちまして、県内の景気・雇用状況及び当部

の取り組みの方向性につきまして御説明申し

上げます。 

 内閣府が11月25日に発表いたしました月例

経済報告では、「個人消費は、総じてみれば

底堅い動きとなっている」とされており、全

国的な景気は、「このところ一部に弱さもみ

られるが、緩やかな回復基調が続いている」

とされております。 

 また、景気の先行きにつきましては、「雇

用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種

政策の効果もあって、緩やか」に回復してい

くことが期待されるものの、「中国を始めと

するアジア新興国等の景気が下振れし、我が

国の景気が下押しされるリスクがある」とさ

れております。 

 一方、日銀熊本支店が先月発表しました金

融経済概観では、「県内の景気は、基調的に

は緩やかな回復を続けている」とされており

ます。 

 個々の分野を見てみますと、個人消費につ

きましては、一部に弱目の動きを残しつつ

も、雇用・所得環境の緩やかな改善を背景に

底がたく推移しております。 

 製造業の生産につきましては、新興国経済

の減速の影響が一部に及んできているもの

の、スマートフォン及び自動車向け半導体を

中心にフル生産を続けるなど、本県の製造品

出荷額の主力を担う半導体、自動車関連を中

心に全体として回復基調を続けております。 

 雇用情勢につきましては、県全体では有効

求人倍率が昨年８月以降15カ月連続で１倍を

超えるなど、労働需給面では高い水準が続い

ております。さらに、県内の各地域を見ます

と、菊池地域の1.64倍を最高に７地域で１倍

を超えておりますが、上益城地域の0.79倍を

初めとして、天草、球磨の３地域で１倍を割

り込んでおり、地域によっては依然厳しい状

況が続いております。 

 このような中、商工観光労働部としまして

は、引き続き、県内中小企業・小規模事業者

への支援を図るとともに、労働者に対するセ

ーフティーネットの充実に努めてまいりま

す。 

 また、国、地方挙げて進めている地方創生

に向けた動きを踏まえながら、成長分野に重

点を置いた施策を積極的に推進し、さらなる

県内景気の浮揚のため、しっかりと取り組ん

でまいります。 

 それでは、提出議案の概要について説明さ

せていただきます。 

 今回提案しております議案は、予算関係１

議案、条例等関係４議案でございます。 

 予算関係議案でございますが、来年度の年

間委託契約等に係る債務負担行為の補正４件

及び繰越明許費１件でございます。 

 条例等議案につきましては、勤労青尐年福

祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について３

件でございます。 

 そのほか、阿蘇採石場の終掘に向けた取り

組みについて御報告をさせていただきます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長から

御説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いします。 

 

○松岡労働雇用課長 労働雇用課でございま

す。 

 委員会説明資料の14ページをお願いいたし

ます。 

 債務負担行為の追加としまして、しごと相

談・支援センター関係業務で1,086万円余を
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お願いしております。 

 これは、しごと相談・支援センターで実施

しております求職者に対するカウンセリング

業務と仕事探しに関連します保育や住宅など

の生活関連の相談業務を民間事業者に委託す

るものでございます。 

 委託に当たりましては、４月１日からの業

務を予定しておりますので、事務に必要な手

続を考慮し、今議会での債務追加をお願いし

たいと考えております。 

 労働雇用課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

○石貫産業人材育成課長 産業人材育成課で

ございます。 

 資料の18ページをお開きください。 

 第14号議案勤労青尐年福祉法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について御説明申し上げま

す。 

 今回の条例案は、右側19ページの１、条例

改正の趣旨に記載しておりますとおり、本年

10月１日施行となりました勤労青尐年福祉法

等の一部を改正する法律により、職業能力開

発促進法が一部改正されたことに伴う４つの

関係条例の規定を整理するものでございま

す。 

 法律改正の内容は、青尐年の適性や技能及

び知識にふさわしい職業の選択や職業能力の

開発及び向上に関する措置等を総合的に講ず

ることといたしまして、個人の経歴や能力開

発、向上の履歴等を記載しました職務経歴等

記録書いわゆるジョブカードの普及促進に努

めるという条文が15条の４として新たに追加

されました。その追加に伴い、従前の15条の

４から15条の７までの条文が１条ずつ繰り下

がりました。 

 この法律の条文の繰り下がりに伴いまし

て、２の改正の内容に記載しております(1)

から(4)までの４つの関係条例の中で、職業

訓練等に関する規定が、法律の第15条の６と

して引用されておりましたものが、条ずれと

なりましたことから、第15条の７として整理

を行う必要になったものでございます。内容

そのものの変更はございません。 

 産業人材育成課は以上でございます。御審

議よろしくお願いいたします。 

 

○古森産業支援課長 産業支援課です。 

 資料の15ページをお願いします。 

 繰越明許費です。 

 阿蘇採石場の防災対策事業について3,200

万円の繰り越しをお願いしております。 

 これは、阿蘇採石場の平成28年12月末の終

掘に向けて、防災上の観点から排水路工事を

実施するものです。工事予定地において測量

調査を行った結果、登記図面との不整合の箇

所があり、地権者への説明と地積の更正に時

間を要しました。このため、年度内の事業完

了が困難な状況となっており、繰越明許費の

設定をお願いするものです。 

 なお、阿蘇採石場の終掘に向けた取り組み

につきましては、後ほど報告の中で説明いた

します。 

 産業支援課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

 

○寺野企業立地課長 資料20ページをお願い

します。 

 第15号議案熊本県工場等設置奨励条例及び

熊本県税特別措置条例の一部を改正する条例

について御説明します。 

 概要により御説明したいと思いますので、

申しわけございませんが、資料24ページをお

開きください。 

 本県におきましては、産業振興を図ること

を目的に、県内に工場等を新設し、または増

設したものに対し、これは誘致企業、地場企

業ともどもですが、県税の課税免除もしくは

不均一課税を行っておりますが、課税免除等
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を行うに当たりましては、熊本県工場等設置

奨励条例において、対象となる適用工場等を

指定することとしております。 

 １の条例改正の趣旨は、地域再生法の一部

改正及び関係省令が本年８月に施行され、地

方拠点の強化拡充を行う事業者に対しまし

て、地方公共団体が地方税の不均一課税を行

った場合、その減収に対して地方交付税によ

り補塡措置が講じられることとなったことを

受けまして、関係条例の規定を整備するもの

でございます。これは、さきの９月議会で御

報告しました地方創生を進めるための企業の

本社機能の移転拡充に関するものでございま

す。 

 ２の主な改正内容は、(1)アに記載してお

りますとおり、県税の不均一課税に伴う措置

の対象となる区域に地域再生法に基づく地方

活力向上地域を追加するものでございます。 

 地方活力向上地域につきましては、既存の

計画や人口集中地区、産業集積などを考慮

し、市町村と協議の上、県の地域再生計画に

おいて地域の設定を行っております。本県の

地域再生計画は、去る11月27日に国から認定

を受けたところでございます。 

 次に、イに記載しておりますとおり、同じ

く県税の不均一課税に伴う措置の対象となる

施設を追加するものでございます。 

 ２の(2)に記載しております熊本県税特別

措置条例につきましては、所管の総務常任委

員会において審議されますので、この場での

説明は省略いたします。 

 企業立地課の説明は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○満原観光課長 観光課でございます。 

 委員会説明資料の16ページをお願いいたし

ます。 

 観光統計パラメータ調査事業に係る債務負

担行為の設定でございます。 

 これは、全国統一の共通基準に基づく観光

入り込み客統計に必要な基礎データの収集及

び調査に係る業務委託に係る経費でございま

す。 

 この調査は、年４回調査日を設けて行うも

のですが、連休、盆、正月などの観光入り込

み客が多い日を避けることとしております。

そのため、春期の調査は５月の連休を除く前

後の休日となるわけですが、４月に入って契

約を行い、調査員などの確保数などの事務事

業の流れを考えますと、非常にタイトなスケ

ジュールになりますので、的確な調査を実施

できないおそれがあります。 

 そのため、３月中に準備できるよう、債務

負担行為の設定をお願いするものでございま

す。 

 観光課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○成尾くまもとブランド推進課長 くまもと

ブランド推進課です。 

 同じく資料17ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加について２件ございま

す。 

 まず、上段ですが、伝統工芸館管理運営業

務でございますが、第３期分、平成28年４月

から平成32年３月までの５年間の指定管理委

託料といたしまして、３億9,000万円余を計

上するものでございます。 

 次に、下の段でございますが、熊本産業展

示場中央監視設備改修事業についてですが、

本件に関しましては、さきの６月議会におき

まして、本年度事業として、熊本産業展示場

の中央監視システム更新に係ります設計費を

御承認いただいたところでございます。 

 当該更新工事につきまして、今年度中に発

注契約を行い、来年12月に完了をする必要が

あるため、工事費用といたしまして１億

6,800万円を計上するものでございます。 

 次に、資料25ページをお願いいたします。 

 先ほど御説明いたしました熊本県伝統工芸
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館の第３期指定管理者について、指定管理制

度に基づきまして、資料記載のとおり指定す

るものでございます。 

 選定の経緯等につきましては、26ページか

ら27ページのとおりでございます。 

 現在の指定管理者であります一般財団法人

熊本県伝統工芸館が、ここに掲げられている

ところでございます。 

 続きまして、28ページをお願いいたしま

す。 

 同じく議案第22号といたしまして、指定管

理者の指定についてですが、熊本産業展示場

の第３期指定管理につきまして、指定管理制

度に基づき、記載資料のとおり指定するもの

でございます。 

 選考の経緯等につきましては、29ページ、

30ページのとおりでございます。 

 こちらも、現在の指定管理者であります熊

本産業文化振興株式会社のほうが、こちらの

ほうに掲げているところでございます。 

 くまもとブランド推進課の説明は以上で

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○田代国広委員長 次に、企業局長から総括

説明を、続いて担当課長から、資料に従い、

順次説明をお願いします。 

 初めに、五嶋企業局長。 

 

○五嶋企業局長 企業局でございます。 

 今回、企業局から御提案申し上げておりま

す議案は、予算関係１議案と条例等関係１議

案でございます。 

 予算関係議案につきましては、平成27年度

熊本県電気事業会計補正予算第１号としまし

て、来年度の年間委託契約に係ります債務負

担行為の設定をお願いしております。 

 条例等関係議案につきましては、先ほど環

境生活部長から説明のありました有料駐車場

事業に係る指定管理者の指定について提案し

ております。 

 このほか、その他報告事項といたしまし

て、荒瀬ダム本体等撤去工事の進捗状況につ

いて御報告させていただきます。 

 詳細につきましては、次長から説明いたし

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

○福島企業局次長 企業局から御提案申し上

げております議案の内容について御説明申し

上げます。 

 今回は、予算関係議案としまして債務負担

行為の設定１件と、条例等関係議案として指

定管理者の指定１件をお願いしております。 

 説明資料の31ページをお願いいたします。 

 電気事業会計に係ります債務負担行為の設

定でございます。 

 これは、発電総合管理所の建物清掃業務委

託等につきまして、限度額253万円余の債務

負担行為の設定をお願いするものでございま

す。 

 次に、説明資料戻っていただきまして、11

ページをお願いいたします。 

 有料駐車場事業に係ります指定管理者の指

定についてでございます。 

 これは、指定管理者制度に基づきまして、

日本パーキング株式会社を熊本県有料駐車場

及び熊本県営第二有料駐車場の管理運営業務

の指定管理者に指定するものでございます。 

 なお、選定の経緯につきましては、資料12

ページから13ページに記載のとおりでござい

ます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑ありませんか。 

 

○西岡勝成委員 廃棄物対策課の海洋の漂着
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物の件でちょっとお尋ねしたいんですが、発

泡スチロールが波で砕かれて小さくなって、

それが生物にいろいろな影響をするというよ

うな話を聞いてたんですけれども、私たちも

海岸に住んでますと、テトラポッドの中に発

泡スチロールが入り込んで、もう取れないん

ですね、人の力ではどうしても。そこで波に

もまれてだんだんだんだん小さくなって、ま

すます回収できないような状況が海岸にはい

っぱいあるんですけれども、その辺の対策

と、国庫返納金と書いてありますが、実際に

そういう微粒子化した漂着ごみの生物への影

響等について何かありますか。 

 

○岡田廃棄物対策課長 環境への影響という

細かい点につきましては、ちょっと今ここで

知見は持ち合わせておりませんが、漂着物に

つきましては、海岸に漂着するもの全てを清

掃の対象といたしておりますので、ちょっと

取りにくいというふうな御紹介もございまし

たが、一応清掃事業については、それはもう

全て対象に作業を行っているというふうに聞

いております。 

 

○西岡勝成委員 先ほども言いましたよう

に、テトラポッドの中に入り込んだところ

は、もう到底じゃないけれども人も入れぬで

すね。ああいうのは、何かバキュームみたい

なばっと吸うような形かなんかとらないと、

ただ、バキュームも、そんなに入れるような

──防波堤の外側にずっとテトラポッドを置

いてあるわけですから簡単にはいかないと思

いますけれども、あの回収方法を何か考えな

いと、だんだんだんだん発泡スチロールがテ

トラポッドの中に入り込んで、台風とか大き

なしけの波で洗われると、だんだんだんだん

小さくなるんですよね。それが海岸にまた漂

着していくような状況がずっと続いています

ので、その辺の調査といいますか、原因も、

特に天草あたりは魚類養殖業者が多いので、

浮きの大きな発泡スチロールがいかだから離

れて漂着して、それが海岸に着くという場合

が多いので、ぜひ、その辺は非常に環境に将

来的に影響する話なので、これはもう日本全

国の海岸どこでも言えるという話だと思うん

ですけれども、その辺の対応策あたりもぜひ

考えていただきたいと思います。 

 

○坂本環境局長 その件に関しては、昨年か

ら、西岡委員のほうからもずっと御指摘をい

ただいておりますので、私どもも、そういう

事案については、いろんな場所を見に行かせ

ていただいております。 

 その中で、水産部局のほうに対しまして

も、今先生がおっしゃったいかだから離れる

もの、それと漁船を港にとめるときの横に下

がってるやつとか、それがあったりとか、ま

たはトロ箱ですね。それが結構散見されます

ので、その辺について、水産部局にも十分対

応していただくように、今お願いをしている

ところです。 

 

○岡田廃棄物対策課長 現在実施しておりま

す海岸漂着物の対策の推進事業でございます

が、今年度から、これまで漂着物のみを対象

にしておりましたが、漂流ごみ及び海底ごみ

についても、この事業の対象というふうにな

っております。この点御紹介いたします。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 ５ページで環境保全課ですけ

れども、大気汚染監視業務のお話がございま

したが、ＰＭ2.5が非常に中国の北京のほう

じゃ赤色警報ですか、出ている状況があると

いうふうに報道で聞いてますけれども、県内

の状況が今どういう状況なのか。 

 それと、今回この説明があったやつは、民

間委託する分ということで大気汚染監視業務

ありますけれども、これはまあそういったＰ
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Ｍ2.5のお話もございましたが、そういった

ことがあって、こういったやっぱり民間委託

というのが必要になってきているのかどう

か、その辺の話もちょっと教えていただきた

いと思います。 

 

○川越環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 御承知のように、北京のほうの状況は、非

常にＰＭ2.5の濃度が高いというような状況

が続いておりますが、県内の状況につきまし

ては、先ほど私データを見てきたんですが、

１桁台もしくは10幾つというような低い状況

でございます。この辺につきましては、気象

条件等も関連してきますので、現在のところ

県内については低いというような状況でござ

います。 

 それから、ＰＭ2.5等の外部委託の部分で

ございますが、これＰＭ2.5につきまして

は、成分分析の中で、炭素成分といいまし

て、有機炭素であるとか、元素状炭素である

とか、保健環境科学研究所のほうでできない

成分について外部委託をやると。あと、４成

分、無機元素成分あたりは、保健環境科学研

究所のほうでやっておるということでござい

ます。 

 このＰＭ2.5の成分分析につきましては、

その成分によって、例えば中国から来るやつ

あたりは、硫黄酸化物あたりが濃度が高い。

日本の工場から排出されるやつについては、

そういう煤煙規制が厳しくなっておりますの

で、排出量は尐ないというような、そういう

成分の比率等によって、例えば大陸のほうか

らやってきている部分があるんじゃないかと

か地元で発生しているんじゃないかというよ

うな成分分析については、これは従来よりや

っておるというところでございます。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 現状では、こちらのほうは低

いということでありますけれども、ただ、昨

年とかの状況、その前の年ですかね、かなり

やっぱり高い濃度のやつが来てたと思います

ので、ぜひしっかり監視していただいて、あ

と県民に対してのそういった周知等はよろし

くお願いしたいと思いますし、成分分析をや

られているということでありますが、やっぱ

り中国のほうの要因が大きいというような今

までの成分分析の結果、そうなっているんで

すかね。 

 

○川越環境保全課長 成分分析につきまして

は、保健環境科学研究所のほうで解析のほう

を行っております。今現在まで出ている報告

の中で言いますと、まだ年間を通じて、春夏

秋冬四季を通じての結果ではございません

が、県内のＰＭ2.5濃度の約半分は越境流と

いうような考え方もできるというようなとこ

ろでございます。まだ年間を通じてのデータ

ではございませんので、何とも言えないとこ

ろでございますが、尐なくとも半分程度は地

場からの発生もあるということでございま

す。 

 

○鎌田聡委員 年間通じてのやつがまだとい

うことでありますけれども、そういう状況も

今ちょっと私も初めて聞いた状況で、これは

全部向こうから来ているかなとずっと思って

たんですけれども、そうでもないような状況

がありますので、あとはやっぱりそういった

排出ですね。県内企業に対しての事業者に対

してのそういった警鐘を鳴らす部分もやっぱ

り必要になってくる可能性もありますので、

しっかりとそういった分析ができた後の情報

提供というか周知というのもぜひお願いして

おきたいと思います。 

 

○村上寅美委員 これは労働雇用課長かな。 

 知事がアジアに向かって相当な営業努力を

やっておられる反面、きょうあたりも香港か
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らそういうことで香港線が成功したというよ

うな中で、この雇用問題についてちょっと教

えてほしいんだけど、アジアあたりから雇用

で研修に来る、このシステムというのをちょ

っと教えてほしいと思うんだけど。 

 

○松岡労働雇用課長 外国人のいわゆる雇用

につきましては、基本、在留資格で認められ

た期間、対象職種に限定してのみ認められて

おり、いわゆる一般の労働者については認め

られていないということになっております。

採用する場合には、事業主はハローワークに

届けることが義務づけられております。 

 

○村上寅美委員 それで、最初言ったよう

に、一般は、ハローワークの前に一般として

は禁止していると。どういう形ならば、国や

県が──雇用対策というか、研修というか、

システムは一本かね、それは。 

 

○松岡労働雇用課長 尐しデータも含めてち

ょっと御紹介いたしますが、今熊本県内に外

国人労働者数は4,400人余りおります。その

具体的ないわゆる在留資格ということで申し

上げますと、技能実習による労働者が約

2,500人で、半分強の方が技能実習でおいで

になっております。国別では、中国の方が最

も多く2,400人余りで、全体のこれも５割強

というふうになっております。 

 

○村上寅美委員 技能実習ということを要請

すれば、もちろん検査、いろんな入国の資格

というのはあると思うんだけど、技術をマス

ターしたいというようなことで申請すれば、

一応何もなければ認めるわけ。俺が言ってる

のは熊本県が何人とかじゃないんだよ、俺が

言ってるのは。システムをゼロから教えてほ

しいと言ってるんだよ。手順の問題たいね。 

 

○松岡労働雇用課長 大変申しわけありませ

ん。 

 外国人の採用に当たっての手続につきまし

ては、県のほうで実務的な手続は、済みませ

ん、やっておりませんので、十分なお答えが

できるかちょっとわからないんですが……

(村上寅美委員「国だね」と呼ぶ）基本は、

入国は法務省の所管で、対象者は、在留資格

の要件というのは入国管理局のほうで手続を

しております。 

 

○村上寅美委員 それはわかった。入国管理

局はわかったけど、この技能実習あたりは

4,400人は入ってきているわけだね。現在熊

本だけでもね。これはデータの問題だけん

ね。だから、そういう人たちは、ハローワー

クに申し出して、そして国のほうで審査をす

るということだから、その審査にもちろん合

格しなきゃいけないけど、まあ簡単に言えば

そういうことかね。そして、合格したから県

のほうにつなぐわけね。県のほうでは全然チ

ェックはできないの、都道府県では。 

 

○松岡労働雇用課長 県のほうでそういう実

務を全く行っておりませんので、手続的なも

のということであればですね。 

 

○村上寅美委員 届け出もないの。 

 

○松岡労働雇用課長 国に届け出をするだけ

になっております。ハローワークのほうにで

すね。 

 

○村上寅美委員 それは、犯罪とか、いろん

な今度は私生活の中とか、それから立地の問

題とかで、把握は全然してない、事件があっ

たら警察というような形になってしまうとい

うことだけど、ここを把握するんじゃなく

て、やっぱり企業あたりの届け出あたりは義

務制があっていいんじゃないのかなと思うけ

どな。その点は全然考えてない。 
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 要するに、僕が言っているのは、これだけ

知事が、アジアに向かって、人事交流、それ

から物流、そういうことをやる。その第１ス

テップとしては、国際便が、30年ぶりにソウ

ル１本等が、これが台湾とそれから香港が定

期便就航というようなことだから、非常にこ

れからますます交流が出てくると思うんです

よね。 

 だから、そういうとき、やっぱり予防的措

置というか──それから、雇用問題が、日本

全国ニートとかそういうものはふえて、逆に

雇用対策で人手が足りないというのが現状な

んですね。だから、技能実習ということで、

これは３年ぐらいに限定されてるのかな。そ

ういうところはわからない、県では。 

 

○石貫産業人材育成課長 産業人材育成課で

ございます。 

 技能実習制度につきましては、今、村上委

員おっしゃったとおり、３年が上限となって

おりまして、まず最初１年目に研修生として

受け入れをします。研修を１年間やった後、

外国人のための技能検定基礎２級、基礎３級

という検定制度がございます。その検定に合

格した場合には、２年目、３年目、在留が得

られるということでございます。この技能検

定は２回受けられます。２回落ちたら、もう

帰らないといけないということになります。

(村上寅美委員「通らなきゃ」と呼ぶ）は

い、そうです。 

 そういった制度でございまして、技能検定

に合格いたしましたら、一応企業と雇用契約

を結ぶと。労働関係を結ぶということになり

ますので、雇用という形になります。そうい

う形で現在受け入れていると。 

 

○村上寅美委員 １年が研修で、２年目から

合格すれば雇用。 

 

○石貫産業人材育成課長 合格した場合に

は、労働契約を結ぶというふうな…。 

 

○村上寅美委員 それはどこがするの。 

 

○石貫産業人材育成課長 それは国のほう

が、全て外国人につきましての手続は国のほ

うでやります。 

 

○村上寅美委員 はい、もうこの辺でよかろ

う。わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○中村亮彦委員 今、外国企業との経済の交

流といいますか、非常に、とにかく国際便も

就航していいことだと思います。また、中小

企業振興基本条例によって、非常に中小企業

の方には手厚くしていただいて、大変喜んで

おるところであります。 

 ただ、私、まだ商工会の会員でもありまし

て、理事でもありますので、将来のことにつ

いて尐し懸念を持っていることがあります。 

 これは、ＴＰＰによるＩＳＤＳ条項なんで

すけれども、これで、今まで県のほうで発

注、地元業者優先で発注してこられた、例え

ば物品調達とか、大きいものでいきますと工

事発注ですね、こういうものに対して、外国

企業がどんどん入ったきた場合、中小企業振

興基本条例とぶつかって、これが発動できな

いとか、あるいは守れないとかというような

ことがこれから先起こり得るんじゃないかと

いうことで、非常に懸念を持っとるんですけ

れども、それに対して、今県のほうで、例え

ばそれに対する防御であったりとか、地元業

者を守るための施策などの策定、それは多分

まだ先の話ですからないと思うんですけれど

も、尐しでもそういう動きといいますか、話

題に上っているといいますか、そういう動き

はあるのかどうかちょっとお尋ねしたいんで

すが。 
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○奥薗商工政策課長 ＴＰＰにつきまして

は、県議会の中でも、特に農業関係が非常に

重大だということで、商工につきましても、

どういうような可能性といいましょうか、影

響が出てくるのかということで、現在情報収

集の段階でございます。 

 何が来るのかということが、非常に幅広で

ございますので、現在、経済産業省と、どう

いうような影響が来るのかということで、ま

ずは、そういう、おっしゃったような御懸念

を払拭するような形で、商工会、商工会議所

も入れて、そういう説明会と申しましょう

か、今のところこういう影響があるだろうと

いうようなことをまずはやるべきだというこ

とで、今準備を１月に向けてしておるところ

でございます。そういった中で、我々の懸念

事項というものも払拭してまいりたいという

ふうに思っております。済みません、現在の

ところ先生にお答えできる知見がございませ

んで、申しわけございません。 

 

○中村亮彦委員 ＴＰＰというと、農業に関

して、あたかも農業だけに大打撃があるよう

なイメージがあるんですけれども、農業一つ

とっても、例えば商工業であったりとか加工

業、それから流通、これは運輸も含めてです

けれども、そういうものに関しても関連して

くるわけですから、その農業だけじゃなくて

他の中小企業を守る、そのような施策をぜひ

進めていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○村上寅美委員 ちょっと関連だけど、改正

中小企業基本条例、この前も俺ちょっと言っ

たかな。この問題、私と前川議員が特別に関

係しとったけど、政調会長時代だけど。 

 これは、今委員が発言されたけど、要する

に国の縦割りだから、今彼らがわからないと

いうのは、国の権限だもんだから国からおり

てくることのみの作業しかできない。できな

いというかやってないわけね。だから何とか

ならぬかということで改正を突っ込んだら、

全国６県ぐらい改正中小企業振興基本条例と

いうのを――これは経済５団体のトップと協

議をして、そしてぜひやってくれというよう

な要望があったから、熊本県は改正したんで

す。 

 それは、やっぱり地元優先ということだけ

ど、これについて質問だけど、どの程度効力

があっているかを僕は知りたいわけよね。せ

っかく改正したんだから、改正前と改正後

は。ということは、入札制度にも基本条例と

いうのはうたってあるはずだから、熊本県と

して条例つくったんだから、だからそこまで

わかるから、じゃあ成果はどうだったのかと

いうことを非常に僕ら自民党としても聞きた

いわけですよね。 

 その辺のデータはないと、もうないとはわ

かっとるけん、要望。だから、以降と以前と

どう変わったのか、それからどう指導してい

るかということを後で教えてください。それ

でいいです。 

 それから、もう１点。佐藤課長、環境問

題。 

 有明海、八代海という委員会がありますけ

れども、その中の環境問題で、この前、たま

たまこれは金子代議士が事務局長か座長かし

とるようだけど、東京の研修に私も行ってき

ました、１日だけ。 

 それで、そういう中で、環境問題として、

これも要望しないとわからぬだろうけど、ど

ういうふうに今後取り組もうとしているの

か。その辺のところを、2016年ぐらいは、熊

本県として、国がまだはっきりしないとかど

うとかじゃなくて、熊本県として、知事は積

極的にやっとるでしょう。そういうことだか

ら、熊本県として、こういうふうにしてやり

たいというような考え方も、あなたも勉強行

っとるだろうから、その辺の熊本県としての
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マニュアルというか、それをぜひつくってく

ださい。 

 その中で、１つだけ何とかしなきゃいけな

いのはヘドロなんですよ、ヘドロ。ヘドロを

どうするかという問題が大きくあるんです、

環境で。アサリがとれぬとか、ノリがとれぬ

とか、とれぬはずです、酸欠だから。そのヘ

ドロをどこにどうするかというのが大きなテ

ーマであって、これは国でないと、数百億か

かると思います。 

 だから、その辺のところの研究も、どこに

どうするじゃなくて、やっぱりヘドロ対策と

いうことが大きなテーマだから、有明海４県

のね。だから、この辺もひとつ検討してくだ

さい。もう要望でよかです。何かあればどう

ぞ。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 私も、今ございましたように特別委員会の

ほうの管外視察に同行させていただきまし

て、いろいろ勉強させていただきました。 

 本県でも、再生の取り組みを加速させるた

めに、新たな体制を設けたいと実は考えてお

ります。まだ今の段階、完全に詰めたもので

はございませんが、庁内には、環境立県推進

課を初め、農林水産部、土木部の関係課、複

数課集まっていただきまして、再生推進チー

ムを設置したいと考えております。 

 主要な課とは、もう既に協議を始めており

ますが、今後具体的に詰めまして、年度内に

でもできるところから進めていきたいと思い

ます。 

 その下に、実は特定のテーマについてのワ

ーキンググループを設置いたしまして、今お

っしゃいましたヘドロ等について集中して検

討を進めていきたいと考えております。 

 今後、推進チームやワーキンググループの

検討に当たりましては、専門家との会議など

も開催したり、先進事例を参考にしたりしま

して、県としても、できる限り研究それから

対策を進めていきたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○村上寅美委員 教えてください。 

 

○氷室雄一郎副委員長 同じく課長に質問し

ますけれども、この繰越明許費が一番大きい

部分ですけれども、これは４ページですね。

２億3,000万、これは５市町村と聞いたんで

すけれども、５市町村だけがおくれたと考え

てよか――取り残されたというか、どうなん

ですか。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 実は、27年度事業は、９団体13施設が実施

をしておりますが、24年度基金、25年度基金

２種類ございまして、25年度基金につきまし

ては、事業計画期間が27年度まででございま

すので、それはあらかじめ早く完了できると

ころに交付決定をしているという事情もござ

いまして、それ以外の24年度基金を活用した

ものが28年度までの事業期間となっておりま

して、その中で事業をしているものが５市町

村ございます。 

 その５市町村の内容を見てみますと、大体

２月末以降の完了予定となっておりますの

で、その状況の中で、太陽光パネルですとか

関連設備につきましては、通常、納期は約３

カ月程度でございますが、年度末等になりま

すと非常に需要がふえまして、品薄になって

おくれる可能性があるものですから、不測の

事態に備えて、その５市町村分については繰

り越しをお願いしたという事情がございま

す。 

 

○氷室雄一郎副委員長 じゃあ、今太陽光パ

ネルたくさん設置が進んでいるんですけれど

も、資材とか機材が不足している部分がある



第５回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成27年12月14日) 

 - 15 - 

んですか。どうなの。 

 

○佐藤環境立県推進課長 パネル等の販売メ

ーカー等ですとか市町村に話を聞きますと、

通常の納期は約３カ月程度で納品がなされて

いるということでございますが、時期的に年

末ですとか年度末が近づくにつれて、そうい

った不測の事態が起こり得るということを聞

いております。 

 

○氷室雄一郎副委員長 ということは、人手

も足らぬということですかね。その辺は、人

手じゃなくて機材の納期がおくれてくるとい

うのは、集中しているからと考えられるんで

すけれども、機材が不足しているとか人手が

足らぬという状況じゃなかっですかね。 

 

○佐藤環境立県推進課長 人手については、

特段の情報はございませんが、そういったパ

ネル、それから、パネルだけではなくて、パ

ワーコンディショナーですとか、パネルを乗

せる荷台ですとか、そういった製品について

も非常に時間を要する場合があると聞いてお

ります。 

 

○氷室雄一郎副委員長 はい、わかりまし

た。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 またちょっと議案の絡みで、

12ページですか、県営駐車場の関係で、指定

管理者の選定の理由の中に、私も、この県営

駐車場はちょこちょこ利用しておりまして、

状況はわかりますけれども、高機能な自動精

算システムの導入というのが、どういったも

のなのか、それによって何か利用者がふえる

ようなシステムなのか、ちょっとそこを教え

ていただきたいと思います。 

 

○福島企業局次長 ここに記載しております

高機能な自動精算システム、これは、ナンバ

ーを入庫のときに読み取りまして、出庫のと

きに、事前精算といいますか、入り口のとこ

ろで精算して、車に乗って出るときには自動

であくというような形の精算システムになっ

ております。 

 ついでに言いますと、この会社は、今まで

なかった高額紙幣による精算もできるように

なっておりますし、クレジットカードとかＩ

Ｃカードでの精算もできるようになっており

ます。いろんなサービスを付加して県民の利

用の向上に資する企業提案を行っていただい

ております。 

 

○鎌田聡委員 大体イメージはわかりますけ

れども、じゃあそういったやつを導入すると

いうことになりますと、尐し、駐車場の僕が

利用していますあそこは、お休みになる期間

がちょっと出るんじゃないかなという心配も

あるんですけれども、それは、３月から４月

にかけて営業は休まずにそこまで切りかえて

いかれるということなんですかね。 

 

○福島企業局次長 工事につきましては、全

館休止にはせずに、例えばフロアごとに改修

をやったりとか、そういう工事はいたしま

す。ただ、使えないということはございませ

ん。 

 

○鎌田聡委員 そこはわかりました。 

 それと、あと１点心配なのは、そういった

システムが入ることによって、僕が利用して

ていつもあれなのは、あそこで働いていらっ

しゃる方々が今度どうなるのかというのが、

そこが心配ですから、ぜひそこの雇用対策と

いうのもしっかりとやっていただきたいんで

すけれども。 

 

○福島企業局次長 現在、業務委託というこ
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とで、２名の方を雇用されております。次の

指定管理者はどのような雇用をされるかとい

うのは、現時点では確定しておりませんけれ

ども、これから御議決いただければ、この指

定管理者と協議してまいりますので、その段

階でいろんな話をしていきたいと考えており

ます。 

 

○鎌田聡委員 ぜひ、その点よろしくお願い

したいと思います。 

 それと、もう１点、これちょっと鶴屋駐車

場の話もありましたので、ちょっと関連して

言いますけれども、鶴屋の開店時ぐらいの休

みの日は駐車場が結構並ばれるんですね、開

店前。この前見たのが、県営駐車場の入り口

のところもずっと並んどらすとですよ。です

から、県営駐車場の利用が、その時間帯がで

きなくなるケースもありますので、ぜひこれ

鶴屋さんとも話してもらいたいんですけれど

も、並ばれるときに県営駐車場の入り口とか

出口は塞がないように対応していただきたい

と思います。わかります、言ってること……

（「そら人がおりゃせんな」と呼ぶ者あり）

おらっさんとですよ……（「おらん」と呼ぶ

者あり）おらんで、もうずっと並んどっとで

すよ。塞いどっですよ。（「県のほうの入り口

だから」と呼ぶ者あり）県の入り口を鶴屋駐

車場の待ちの車が塞いどるもんだけんです

ね。 

 そこは、ぜひちょっと鶴屋さんにそこはう

まく言ってもらわないと、この分で利用がそ

の分の収益が上がらなくなってきますので、

この際、先ほど鶴屋さんに売却の話もありま

したから、その話とあわせてやっていただき

たいと思いますが。 

 

○福島企業局次長 状況を確認しまして、し

かるべき対応をしていきたいと思っておりま

す。 

 

○大谷男女参画・協働推進課長 その辺につ

いては、鶴屋さんからも話もあってますし、

今話をしておりますので、対応していきたい

というふうに思っております。（「させなんた

い、それはぴしゃっと、迷惑だから」と呼ぶ

者あり）原則的には５～６人立って指導はし

ておるんですけれども、立たない時間帯があ

るみたいなので、その辺について申し入れを

しておきたいと思います。 

 

○鎌田聡委員 お願いしときます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありますか。 

 

○西岡勝成委員 16ページの観光統計の入り

込み客数の統計のとり方なんですけれども、

私は、例えば天草は400万人、阿蘇は1,500万

人とか、そういう数字がどこから出てくるの

かなと、いつも不思議に思いながら、統計の

数字だけを信じてきているんですけれども、

一回聞いたことがあるんですけれども、何か

他県と、同じ九州の中でも統計のとり方が違

うと。だから、数字だけぱっと並べられても

実質は違うことがあるというような話も聞い

たんですが、この統計で統一をされるんです

か。大体入り込み客数なんていうのは、一般

人と観光客の入り込み客とどうやって区別す

るんでしょう。 

 

○満原観光課長 今回、まず債務負担行為の

設定のためのパラメータ調査でございます

が、これは観光庁と共通の項目でやっており

ます。これにつきましては、平均的なトレン

ドといいますか、を見るために、年４回とい

うことで前もって御説明いたしましたけれど

も、本県に訪れる方々を対象に地点を設けま

して、その地点で聞き取り調査をするという

ことで調査員が行うという形になっておりま

す。 

 先ほど、各県違うという形ではないかとい
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う話でございましたけれども、観光の統計と

いうのは、確かに、例えば項目とかそういっ

たものが尐しずつ違っておりまして、各県独

自にやっている部分もございます。それが、

ことしの11月の20日に発表いたしました熊本

県観光統計でございます。このやり方は、各

地域から具体の数字を出していただいて入り

込み客を出すという形をとっております。 

 

○西岡勝成委員 他県と違う場合もあるとい

うことですか。 

 

○満原観光課長 各調査のやり方は、詳細に

は実は比較しておりません。全国共通という

ことでは、観光庁の統計ということのやり方

をやっておるんですが、各地域のとり方とい

うのは、各県によって尐しずつ特徴があるか

と思います。 

 

○西岡勝成委員 じゃあ、その出された数字

を信じるよりほかないわけですね。 

 

○満原観光課長 正確な数字というのはなか

なか出しにくいのは、お客様の答え方とかい

ろいろあるんですが、私どもの統計につきま

しては、ある程度のトレンドといいますか、

流れをまず大きく把握して、それを詳細に分

析していく手法をとらなければいけないかと

いうふうに考えております。 

 

○西岡勝成委員 宿泊者数とかはよっぽど把

握できると思うんですよね。ただ、この入り

込み客数あたりというのは非常に曖昧模糊と

した部分があると思いますので、その辺は事

実に近い数字を出せるような体制づくりをし

てもらわぬと、これはやっぱり観光戦略のも

とになりますからですね。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○石貫産業人材育成課長 済みません、産業

人材育成課でございます。 

 先ほど村上委員のほうから御質問がござい

ました外国人の技能実習制度の件でございま

すけれども、基本的には国のほうで事務を行

っております。ただ、１つだけ、技能検定と

申し上げましたけれども、技能検定の試験と

合格者の決定は県のほうでするようになって

おります。済みません、そこをちょっと修正

させてください。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○田代国広委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第４号、第14号から第16号まで

及び第20号から第22号までについて、一括し

て採決をしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外７件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外７件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 議事次第に記載のとおり、執行部から報告

の申し出が８件あっております。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた
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後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、担当課長から資料に従い報告を

お願いします。 

 

○藤本水俣病審査課長 水俣病審査課です。 

 お手元の資料経済環境常任委員会報告事項

のうち、環境生活部の冊子をお願いいたしま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 水俣病対策の状況につきまして、前回10月

１日の当委員会で御報告した後の状況につい

て御説明させていただきます。 

 １の水俣病対策の主な経緯についてです

が、10月18日に県の認定審査会を開催し、24

件の審査を行いました。なお、審査結果につ

いては、括弧書きになりますが、11月30日付

で１件の認定処分、20件の棄却処分を行いま

した。残りの３件は、審査会からの答申が保

留されております。 

 また、資料には記載しておりませんが、一

昨日の12月12日に国の臨時水俣病認定審査会

が開催され、11件の審査が行われました。 

 なお、県の認定審査会につきましても、今

週の日曜日12月20日に、７月に再開後３回目

となります県の認定審査会を開催することと

しております。 

 12月１日ですが、水俣病認定基準通知の差

しとめ訴訟について、原告の上告について上

告を棄却する、また上告審として受理しない

との最高裁の決定がありました。 

 これは、昨年３月に環境省が発出した総合

的検討の通知に関して取り消しを求める訴訟

でしたが、これにより控訴審判決が確定し、

県の勝訴が確定いたしました。 

 次に、認定業務の状況ですが、(1)の認定

申請の状況は、11月末現在で1,249件となっ

ております。 

 また、(3)の認定審査の状況につきまして

は、直近では、先ほど御説明したとおり、10

月18日に県の認定審査会を開催し、11月30日

に処分を行っております。 

 次に、３の水俣病に関する裁判の状況につ

いてですが、前回10月１日の委員会以降に新

たな裁判が提起されました。 

 恐れ入ります。３ページをお願いいたしま

す。この３ページ、表の真ん中になります。 

 10月15日に提起されました水俣病認定義務

づけ等請求訴訟であります。 

 原告７人による公健法に基づく水俣病認定

申請に係る不作為の違法確認と水俣病認定の

義務づけの訴訟で、12月21日に第１回目の口

頭弁論が予定されております。 

 水俣病審査課は以上でございます。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 引き続きまして、報告資料４ページをお願

いします。 

 第五次熊本県環境基本計画の素案を策定し

ましたので、御報告いたします。 

 まず、１の趣旨でございますが、現行計画

の期間が今年度で終了するため、来年度から

平成32年度まで５年間の新計画を策定するも

のです。 

 ２の策定手続でございますが、環境基本条

例で熊本県環境審議会の意見を聞くととも

に、議会の議決を経て定めると規定されてお

り、図の体制により進めているところでござ

います。 

 ３の経緯及び今後の予定に記載しておりま

すが、先月20日に、環境審議会で、計画のあ

り方については妥当である旨の答申を得てい

ます。 

 今後の予定としましては、本日当委員会に

御報告しました後、12月から１月にかけてパ

ブリックコメントを実施し、２月定例会に議

案として提案させていただく予定としており

ます。 

 説明資料の５ページをお願いします。 

 ４の(1)の構成ですが、第１編では、計画
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の趣旨など基本的事項について記載してお

り、第２編では、基本指針の環境施策の方向

ごとに６つの章で構成をしております。 

 (2)ですが、策定の主なポイントを４つの

区分ごとに表にまとめています。 

 まず、(1)の国の動向に伴うものですが、

先般、国が温室効果ガス削減目標を決定した

ことなどを見据えて、県でも平成32年度に平

成25年度比18％削減という目標を設定しまし

た。また、先月、国の気候変動適応計画が閣

議決定されましたが、県でも温暖化の影響に

よる被害を最小化または回避するための適応

策の項目を追加しました。 

 (2)ですが、関係法の改正に伴い、災害廃

棄物処理の項目を追加し、また、被害が深刻

な有害鳥獣の管理やアスベスト対策を強化す

ることとしております。 

 (3)の新たに発生した課題に伴うものとし

ては、健康被害等が懸念されるＰＭ2.5な

ど、大気環境の監視等を強化することとして

おります。 

 (4)の新たな県の動きに伴うものとして

は、熊本県地下水と土を育む農業推進条例に

より地下水保全策をさらに強化するととも

に、水銀フリーに係る取り組みやエコアくま

もとなど地域資源を活用した環境教育の取り

組みを追加しております。 

 また、まち・ひと・しごと創生の視点か

ら、環境ビジネスや阿蘇の草原再生、移住定

住促進に向けた水の国くまもとのアピールの

項目を追加しております。 

 最後に、(3)の目標設定ですが、現行計画

に係る数値目標の達成状況、現行計画策定後

の関係法令や国、県の動向を踏まえ、成果指

標を中心に30の数値目標を設定しておりま

す。 

 説明は以上でございますが、計画の全体像

を６ページに添付しておりますので、後ほど

ごらんいただきたいと思います。よろしく御

審議お願いいたします。 

 

○川上自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 報告事項の７ページをお願いいたします。 

 生物多様性くまもと戦略の見直しについて

でございます。 

 なお、本戦略は、さきの環境基本計画とは

異なりまして、議会での議決事項ではござい

ません。 

 現行戦略は、平成23年２月に策定いたしま

して、５年目に見直すことといたしておりま

す。策定後、国家戦略の見直しや新たな外来

生物の侵入等状況の変化もあることから、今

回見直すものでございます。 

 戦略の概要でございますが、期間は平成23

年からの10年間でございます。 

 策定の趣旨でございますが、主体ごとの役

割を明確にするとともに、県の関係部局での

取り組みを整理し、生物多様性の保全とその

恵みの享受が効果的に行われるようにするも

のでございまして、生物多様性基本法の国家

戦略に対する地域戦略に当たるものでござい

ます。 

 今回の見直しのポイントは、１つが、国家

戦略を踏まえ、新たに長期目標を設定したこ

と、２つ目としまして、県下の情勢の変化を

反映させたこと、３つ目としまして、進行管

理の指標と数値目標を17項目設定したこと、

４つ目といたしまして、コラムを作成し、配

置いたしまして、戦略の理解を深めることな

どでございます。 

 これまでの検討経過といたしまして、３回

の専門家を含めた検討委員会、県庁内の２回

の連携会議を行い、議論しているところでご

ざいます。 

 今後、今月中旪からパブリックコメントを

行い、環境審議会、自然保護部会の審議を経

て、３月には改定する予定でございます。ま

た、２月には、委員会で報告をしたいという

ふうに思っております。 
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 以上で生物多様性くまもと戦略の見直しに

ついて報告を終わります。 

 

○岡田廃棄物対策課長 資料の８ページをお

願いいたします。 

 第４期熊本県廃棄物処理計画の策定につい

て御報告いたします。 

 １の計画策定の経緯でございますが、県

は、廃棄物処理法の規定に基づきまして、国

が定める基本方針に即して、廃棄物処理計画

を定めることとなっております。 

 現在の県の計画は、平成27年度までを期間

といたしておりまして、平成28年度から平成

32年度までの５年間を期間とする計画を策定

する必要があり、現在その作業を進めている

ところでございます。 

 ２の計画の内容でございますが、(1)から

(5)に記載いたしておりますとおり、廃棄物

の発生量の推計及び処理量の見込みや廃棄物

の減量、その他適正な処理に関する基本的な

事項を記載することといたしております。 

 ３の策定のポイントでございますが、新規

の事項といたしましては、２つ目の丸になり

ますが、廃棄物処理法の改正により災害廃棄

物の処理に関する事項を盛り込むとともに、

３つ目の丸にあります水銀フリーくまもと宣

言を実現すべく、水銀フリー社会の実現に向

けた取り組みについて記載することといたし

ております。 

 ４の検討経過及びスケジュールにつきまし

ては、今月第３回目の検討委員会において審

議を予定しておりまして、来年１月にパブリ

ックコメント、２月に環境審議会の答申を経

まして、年度内に策定することといたしてお

ります。 

 ９ページにつきましては、現在検討いたし

ております計画の構成と主な内容でございま

す。後ほど御参考いただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

 

○大谷男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 報告資料の10ページをお願いいたします。 

 第４次の熊本県男女共同参画計画の策定に

ついて御報告させていただきます。 

 県では、男女共同参画基本法に基づき、男

女共同参画社会の形成を目指すための指針と

して、平成13年度に熊本県男女共同参画計画

を策定いたしまして、５年ごとに改定しなが

ら、計画的かつ総合的に施策及び事業を展開

してきております。 

 今回、これまでの成果と課題及び社会等の

新たな動きを踏まえますとともに、国が策定

を進めております第４次計画を参考といたし

まして、平成28年度から平成32年度までの５

カ年間の第４次計画を策定するものです。 

 基本目標は、３のとおり「男女がともに自

立し支えあう、多様性に富んだ活力ある社会

の実現」としております。 

 11ページをお願いいたします。 

 基本目標の実現のための重点目標と主要な

施策をまとめております。 

 重点目標は、あらゆる分野における女性の

活躍推進、男女共同参画社会実現のための意

識・社会基盤の改革、安全・安心な暮らしの

実現、推進体制の充実・連携強化の４つを掲

げており、４つを相互に連携させながら進め

たいと考えております。 

 なお、あらゆる分野における女性の活躍に

ついては、その実現のための主要施策とし

て、意思決定過程への女性の参画拡大、地域

社会における男女共同参画の推進等を挙げて

おります。 

 また、男女共同参画社会の実現のための意

識・社会基盤の改革については、男性の働き

方の改革、子育て支援体制等の充実等、安

全・安心な暮らしについては、生涯を通じた

女性の健康支援、安心して暮らせる環境整備

等を挙げております。 

 さらに、計画では、具体的な成果指標や参
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考指標を数字で明確にして、計画の進捗管理

を行っていきたいと考えております。 

 今後のスケジュールは、前ページに戻りま

すが、２月にパブリックコメントを実施しま

すとともに、３月に審議会や答申をいただ

き、３月末の計画策定に向けて、順次取り組

みを進めていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○中富人権同和政策課長 人権同和政策課で

ございます。 

 報告事項の資料の12ページをお願いいたし

ます。 

 熊本県人権教育・啓発基本計画の第３次改

定の概要につきまして御報告いたします。 

 まず、１番の経緯でございますけれども、

人権教育・啓発に関する施策の指針として、

平成16年にこの計画を策定いたしました。こ

の計画は、３年をめどに一部見直しを行うこ

ととしておりまして、今年度中の改定に向け

て作業を進めております。 

 ２番の計画の構成でございますけれども、

(1)策定の意義のところに書いておりますと

おり、教育・啓発の指針という位置づけでご

ざいまして、具体的な取り組みにつきまして

は、それぞれの施策分野を所管する各部局に

おいて実施しております。 

 ３番の見直しの概要でございますが、ま

ず、(1)のとおり、有識者で構成します熊本

県人権施策・啓発推進委員会で御意見を聞き

ながら進めております。 

 (3)の追加、修正の内容でございますが、

①に記載しておりますように、全国的な情勢

や法律の制定等を取り入れまして、次の13ペ

ージに続きますけれども、13ページ②に記載

しておりますように、本県の新たな取り組み

等について盛り込んでいるところでございま

す。 

 ４番のスケジュールでございますが、人権

施策・啓発推進委員会における協議を経て改

定案を作成しておりまして、パブリックコメ

ントを経て、１月ごろをめどに改定を行いた

いと考えております。 

 以上でございます。 

 

○古森産業支援課長 産業支援課です。 

 経済環境常任委員会報告事項の商工観光労

働部の資料をお願いします。 

 阿蘇採石場の終掘に向けたこれまでの取り

組み状況について報告します。 

 資料の、まず３ページをお願いします。 

 Ａ４横の写真です。 

 阿蘇白雲山荘の後方、１番左側の村本建設

工業、その右側の島村組の２社が、現在操業

中です。２社の右側の南九州砕石と阿蘇町営

採石場は終掘しています。 

 それでは、資料の１ページをお願いしま

す。 

 １の経緯ですが、発端は、島村組から採取

区域を拡張したいという協議がありました。

県では、阿蘇の自然景観を守る観点から、庁

内のＰＴ会議で検討し、次のとおり対応方針

を決定しました。 

 (1)の平成24年度申請への対応について

は、拡張計画を認めず、拡張によらない防災

対策等を検討する、(2)の終掘に向けた対応

については、平成28年末までの終掘協定に基

づき、２社の平成28年末の終掘に向けて取り

組むことといたしました。 

 その下の参考に記載していますが、昭和54

年に、阿蘇地域が国立公園特別地域に指定さ

れ、新たな採石はできなくなりました。しか

し、既に操業中の５社は既得権が認められま

した。このうち２社は、県と終掘協定を締結

し、平成16年度までに終掘いたしました。そ

の後、１社が平成16年度末に自主的に終掘し

ましたが、今回の２社は平成14年３月に地元

と終掘協定を締結し、現在に至っておりま

す。 
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 以上のような状況のもと、平成24年７月に

阿蘇で大水害が発生しました。このとき、地

元には採石場の防災面の不安があることがわ

かりました。 

 そこで、地元説明会を開催するとともに、

庁内ＰＴ会議で検討を重ねました。その結

果、防災面から３つの課題が整理されまし

た。 

 １点目は、採石場の直壁面の安全性です。 

 村本建設工業の現場は直壁になっておりま

して、これをベンチカットしようとすれば、

平成28年末の終掘に間に合わないことになり

ます。このため、直壁を残さざるを得ず、こ

の安全性を確認しなければなりません。 

 ２点目は、採石場の最上部からのベンチ形

成と作業道の修景です。 

 これにつきましては、資料の４ページをお

願いします。 

 資料の４ページの上の写真になります。 

 写真の左側の黄色で囲んだ部分が作業道に

なります。地元では、表土が崩れたり作業道

からの水が左側の谷に流れ込んで土砂が落ち

るという不安を持っております。 

 ３点目は、採石場の貯水池の埋め戻しで

す。 

 下側の朱色で囲んだ部分が貯水池になりま

す。約40万立米の大きな穴で、ここに水がた

まって崩壊することを地元は大変恐れていま

す。 

 これらの課題をクリアすれば、地元と終掘

の合意ができることがわかり、検討に入りま

した。 

 再度資料の１ページに戻っていただきまし

て、２の課題への対応をお願いします。 

 (1)の課題１への対応は、採石場のボーリ

ング調査や観測調査などを行った結果、かた

い岩盤が入っており、直壁面の安全性は確認

できました。 

 (2)の課題２への対応は、採石業者への指

導を強化し、採石の認可期間を４カ月に短縮

し、さらに週１回の現地指導を行っていま

す。 

 ２ページをお願いします。 

 (3)の課題３への対応は、関係部局で終掘

時の防災対策案を策定しました。 

 ポイントは３つです。 

 貯水池は全て埋め戻し、貯水池の外に排水

路を設置し、下流河川に雤水を流下させる。

埋め戻し、排水路整備の事業主体は、県及び

阿蘇市としました。この対応方針に基づきま

して、地元車帰区、採石業者、阿蘇市と平成

28年12月末の終掘について合意いたしまし

た。 

 防災対策事業の詳細につきましては、再度

先ほどの４ページをお願いいたします。 

 下段が終掘に向けた工程表です。 

 平成28年の赤い点線は、終掘予定の平成28

年12月です。平成27年度は、防災対策工事の

詳細設計と水田部分の排水路工事、平成28年

度は、林地内の排水路工事を行います。終掘

後の平成29年度以降に貯水池の埋め戻しを実

施します。市道の側溝については、阿蘇市が

平成29年度以降着手する予定です。 

 再度資料の２ページのほうに戻っていただ

きまして、３の平成27年度の取り組み状況で

す。 

 (1)の課題２への対応は、引き続き採石業

者への指導強化を行っています。 

 (2)の課題３への対応は、防災対策工事の

詳細設計委託と水田部分の排水路工事の実施

です。詳細設計は、ほぼ完成しております。

水田部分の排水路工事は、阿蘇地域振興局か

ら発注し着手する予定です。ここが先ほど繰

越明許費で挙げた部分です。 

 (3)の地元地区説明会では、終掘に向けた

諸課題について協議を行うとともに、採石場

の合同パトロールを実施しています。 

 (4)の阿蘇採石問題検討ＰＴ会議は、対応

方針を検討、決定しています。 

 産業支援課は以上です。よろしくお願いし
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ます。 

 

○福島企業局次長 企業局でございます。 

 経済環境常任委員会報告事項企業局分をお

願いいたします。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 荒瀬ダム撤去に関する取り組みの状況につ

いて御報告いたします。 

 まず、１、ダム撤去工事の進捗状況につい

て御報告いたします。 

 上段の図をごらんください。 

 この図は上流から見た図になっておりま

す。本年度は、①から③について撤去する計

画としております。 

 既に①の水位低下ゲートを４月に、②の管

理橋を10月に撤去しております。 

 また、③の門柱の撤去につきましては、早

期実施を目指して、現在準備を進めていると

ころでございます。 

 中段の写真は12月２日の状況でございま

す。 

 次に、２の今後の工事内容について御説明

いたします。 

 まず、門柱５基の撤去手順について御説明

いたします。 

 下段の図をごらんください。 

 門柱につきましては、倒壊発破を行い撤去

する計画でございます。平成25年度にも行い

ましたが、木を切り倒すときのように門柱の

根元を発破により倒壊させます。そして、倒

した後、さらに小割りにする発破を行い撤去

いたします。図に示す順番に倒す予定でござ

います。 

 ２ページをごらんください。 

 上段の写真が平成25年度の状況です。今回

もこのように倒壊させる予定でございます。 

 次に、発破の実施と交通どめについて御説

明いたします。 

 発破作業を実施する時間は、国道の交通量

及び火薬装塡などの準備時間を考慮し、14時

30分から14時40分の間に行う予定でございま

す。また、発破の回数は１日１回、合計で約

20回を予定しております。 

 発破に伴う交通どめにつきましては、前回

は県道のみの交通どめでございましたけれど

も、今年度は発破位置が国道寄りになること

から国道も通行どめが必要となり、国道、県

道同時に通行どめを行います。規制区間とし

ましては、道路の見通しなどを考えまして、

ダムの上下流それぞれ600メートルとしてお

り、規制時間は14時30分から10分間となりま

す。 

 下段の写真は、倒壊発破後のイメージでご

ざいます。 

 倒壊発破が完了すれば、管理橋及び門柱の

撤去が終わり、このような状況になる予定で

ございます。 

 今後も、引き続き安全や環境に十分に配慮

して、撤去工事を確実に進めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 以上で報告の説明が終了

しましたので、質疑を受けたいと思います。

質疑ありませんか。 

 

○村上寅美委員 環境の佐藤君だけど、部長

は誰かな、田代部長。 

 本会議でイノシシと鹿の問題、これは誰が

質問したかな。私はちょっとやじったけど。

３億の予算を２億に落としたと、予算を。そ

の説明理由は、あのとき答弁したのは誰だっ

た。 

 

○田代環境生活部長 私が答弁いたしました

のは、イノシシの県全体での被害額、農作物

被害額が、年度は言いませんでしたけれど

も、平成22年ぐらいまでは４億ぐらいの被害

があったのが、ここ数年は３億ぐらいに減っ

ているけれども、依然として被害額が高どま
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りしているということを答弁したのは私でご

ざいます。 

 

○村上寅美委員 予算措置じゃないんだね。 

 

○田代環境生活部長 はい。 

 

○村上寅美委員 あのね、イノシシも鹿も年

に２回ぐらい子持つてったい。とってもとっ

ても減りゃせんわけたい。これはね、本会議

でも何人も言ったように。だから、これは振

興局通じてでももう一遍アンケートをとって

ね、現状はどうなのかということを把握した

上で、やっぱりもうちょっと対策をしない

と、農作物がもう──そして、あっどまよか

つしか食わんもんね。俺は金峰山しか知らぬ

けど、よかミカンしか食わんとたい。本当、

不思議。だから、農家が悲鳴上げよるもん。

これは、人吉・球磨はもっとひどいと思うた

いね、農業あたり。だけん、これはどうかし

なきゃいかんから、この内容的に強化すると

いうだけの文言になっとるから、ちょっと内

容を聞きたいんだけどね。来年度、この政策

について。 

 

○川上自然保護課長 イノシシ、鹿でござい

ますけれども、先ほども部長がお答えしまし

たように、被害額全体は減っております、県

全体としては。ただし、これについては地域

差がございます。村上委員のおられます熊本

地域なんかは、被害額は23年ごろがイノシシ

の被害6,800万ぐらいで最大でございまし

て、それでも26年時で5,700万と被害額は余

り減っておりません。 

 この間、かなり防護柵等をやったにもかか

わらず余り減ってないということで、イノシ

シの数自体、この数の把握というのは非常に

難しいんですけれども、数自体余り減ってな

いということも予想されます。県全体として

は、防護柵の効果もありまして、被害額自体

は減ってきているんですけれども、そういう

ところはございます。 

 県といたしましても、対策につきましては

関係課が十分連絡をとりまして、イノシシ、

鹿の駆除、それから柵等の被害対策、それか

ら駆除等でとりました肉の利用とか、そこも

含めて総合的にやるようにいたしておりま

す。 

 

○村上寅美委員 それで、イノシシの肉まで

はよかばってん、肉のほうは俺は関係せんば

ってん、要するに適正数量がどうなのかとい

うマニュアルをつくって、それに対して計画

的に減すというような政策をとってもらいた

いと思うんだよ。 

 それはね、防護柵とかなんとか言うけど

ね、俺が防護柵したなら隣の坂田のところの

を食うわけたい。この防護柵の問題も俺は問

題だと思う。だから、そこに助成して防護柵

をつくるでしょう。つくったところはいいけ

ど、隣さん行くとだけん。これは、だから抜

本的な根拠をやっぱり是正しなきゃいかぬと

思うよ。 

 だから、それをぜひ、何カ年計画かでもい

いけど、とにかくとったぐらいじゃなくて、

倍々にふえてきよっとだけん。町に出よるで

しょうが。君テレビ見よるからわかるだろ

う、全国的に。ましてや農業県熊本だから、

やっぱりこの辺は、本当に部長、本当にあれ

やってくれぬとたい、農業被害が大きい。 

 だから、ぜひ適正数量というのを設定し

て、そして、この辺も緩和して許可やれよ。

ほんなこて。そうにゃ厳しかっだもん。尐し

は緩和しとるごたるね。その辺も検討してく

ださい。これも来年度ぐらいまでマニュアル

できたら教えてください。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 農水と連携してしっかり

やってください。ほかにありませんか。 
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○松村秀逸委員 村上先生と関連なんですけ

れども、今防護柵のお話が出たんですけれど

も、現実は、私は西里のほうですけれども、

防護柵した後に、もう最初は防護柵で防御で

きるんですけれども、その後下を潜って、も

う防護柵が効き目がないということで、地元

の方々は大変困ってらっしゃる。 

 河内はミカンでしょうけれども、稲作も、

ごろんごろん寝て、あと取り入れができない

ということで大変困っておられるということ

ですので、ぜひ、西里のほうにも大分出てき

ておりますので、近いうちに町なかに来る可

能性がありますから、ぜひよろしくお願いし

ます。西里小学校あたりもどんどん出てきて

おります。 

 

○川上自然保護課長 防護柵につきましてで

ございますけれども、イノシシの場合は電気

柵、電柵を張っております。この張り方につ

いても、地上から30センチのところにきちん

と張らないと、なかなか――イノシシの鼻に

当たって、その鼻に電気が流れてイノシシが

逃げていくというような仕組みでございます

ので、背中に当たっても全然きかないという

ようなところがございます。そういう電気柵

の張り方とか、それから管理も必要でござい

まして、草刈り等をやってないと、なかなか

効かないというのがございます。 

 農業のほうの指導では、地域が一体となっ

て、その地域からイノシシを遠ざけると、餌

をなくすというようなことが一番対策として

は効果があるというようなことも言っており

ますので、そういうところで対策していただ

ければありがたいかというふうに思っており

ます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○坂田孝志委員 違うものですが、第五次環

境計画だとか、第４期それぞれ男女共同と

か、今度の計画の概要についてありました

が、これでいいでしょうが、それまでの計画

の進捗度合いだとか、いろんなことを総括し

て、それを公表といいますか、知らしめて、

ここはこう足りなかったから今度の計画にお

いてはここをこうするんだと、新たなそうい

う政策課題が出てきたからこうするんだと、

まずそういう総括が必要じゃないですかね。 

 全然それを──今度やられるのか、また２

月議会でもやられるのか、その上でそうして

いかないと、本当に立派な計画はつくられ

る、計画は。計画に到達する努力が一番大事

ですもんね。その結果を踏まえてですから、

やっぱりそうじゃないと進歩がないと思うん

ですよ。計画倒れまでは言いませんけれど

も、立派な計画を書いてある、内容はいいと

思いますが、やっぱりそれをみんなに知らし

めて、ここはこう足りないんだというような

ことが大事ではなかろうかなと、こう思いま

すから、ぜひ、そんなことをやっていただき

たいと、こう思います。 

 これは、委員長に、要望といいますか、申

し入れしときましょうかね。全部かかわるけ

ん。 

 

○田代環境生活部長 それでは、まとめて決

意表明といいますか、計画の中では、今進行

中の施策もあるものですから、今データをそ

ろえながらやっております。当然、計画の頭

のところといいますか、前半で、現状と課

題、どこまで進んでどこができぬだった、廃

棄物の計画もそうです、男女もそうです、環

境基本計画自体もそうですけれども、そうい

う課題をきちっと押さえて仕上げをしていき

たいと思っております。 

 きょうの説明は、ちょっと前向きのところ

の新しい動きのところを中心でしゃべりまし

たけれども、実際の本体のほうでは、きちっ

とそこの課題を、データ、数字も含めて分析
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をして、そしてきちっとしたものにしていき

たいというふうに思います。 

 ありがとうございます。 

 

○坂田孝志委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 水俣病対策の状況を御報告い

ただきましたけれども、今の認定申請の状況

ですね。1,249ということで、またふえてま

すよね。前月から大体１カ月でどのくらいふ

えたんですかね。 

 

○藤本水俣病審査課長 大体、ことしの11月

末ですけれども、平均すると40人弱ぐらい月

平均でふえているということになっておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 その傾向は多分変わらず来て

ると思うんですけれども、あれだけ特措法で

救済策を講じてやったとしても、今でもそう

いう状況でありますので、ちょっと中身を、

中身というと失礼ですけれども、状況的にど

うなのか。その特措法で認められなかった人

も申請されてるんですかね。そういう状況も

あるんですか。 

 

○藤本水俣病審査課長 細かい申請者の中身

につきましては、私どもも、認定申請書自体

に余り細かいことも書いてありませんので、

実際には個々に疫学調査に行きまして、個々

の状況は確認するわけですけれども、その中

で聞き取れる分がありましたら聞き取ってい

くことになりますけれども、ざくっと言う

と、鎌田委員言われたように、特措法に非該

当になられた方が申請されているという実態

はかなりあるというふうに私どもは考えてお

ります。 

 

○鎌田聡委員 あとは、年齢とか、地域と

か、やっぱりその辺がどうなのかというの

が、何かその辺は出せないんですかね。これ

やっぱりやっていかないと、本当に特措法で

十分だったのかというところのまた議論にも

出てきますので、傾向として、大体幾つぐら

いの方とか、どの辺の地域の方が認定申請さ

れているとか、その辺はわからないんです

か。 

 

○藤本水俣病審査課長 年齢的には、特に特

徴があるということではありませんで、50代

から80代ぐらいまでほぼ分散しているという

のが実態です。 

 それから、地域的には、今回特措法が終わ

ってから認定申請がふえてきているわけです

けれども、特徴的なのは、これも余り細かい

ところまでは正確に把握できておりませんけ

れども、これまで、水俣病の認定申請という

のは、水俣・芦北地域が専ら居住地の方が多

いということではありましたけれども、居住

地といいますか、昭和30年、40年の前半ま

で、いわゆる汚染されていた時期に水俣・芦

北地域に居住されていた方というのが多かっ

たわけですけれども、特措法以降の申請者に

つきましては、天草地域の認定申請者、天草

下島、それから上島が、半分以上はそういう

方々がということになっております。 

 

○鎌田聡委員 そういったふうにちょっと地

域的にいろいろ新たに出てきているというの

がちょっとどうなのかなというふうに思いま

すけれども、やっぱりその辺も尐し分析もし

ながら、今後の対策、なかなか新しい対策と

いうのは厳しいかもしれませんけれども、そ

ういったものに生かしていただきたいという

ことと、あと、先ほど、国の臨水審ですか、

12月18日に11件とありましたけれども、これ

は、大体県では20数件やっているんですけれ

ども、11件しかできないんですか。国の希望
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しているのは29件ですから、これは何か一気

にできなかったのかなとも思うんですけれど

も、それは難しいんですかね、数的に。 

 

○藤本水俣病審査課長 認定申請された後の

対応としまして、もう御存じだと思いますけ

れども、疫学調査をして検診を済ませないと

審査ができないという状況でありますので、

申請された時期にもよりますので、個々の申

請者の状況によってなかなか異なりますの

で、なかなか一気には進まないというのが実

態だと思います。 

 それと、認定申請者の状況についても、今

お話がありましたけれども、我々としまして

は、公健法に基づく認定審査ということで、

疫学調査、そして検診、審査という手順は決

まっておりますので、知事も常々公健法は閉

じないというふうに申しておりますので、我

々としては、どのような申請者が来られても

丁寧かつ速やかに認定審査を進めていくとい

うことでやっていきたいというふうに思って

おります。 

 

○鎌田聡委員 多分国の臨水審に希望してな

い方は、国の臨水審は受けられないというこ

とだったと思うんですけれども、国もそうい

った臨時でつくっていますから、できれば多

くの方々を早く審査していくと、救済してい

くということであるならば、国、県で何かダ

ブルでどんどんやっていけないのかなという

ふうな思いもありますので、その辺はやっぱ

りできないんですか。 

 

○藤本水俣病審査課長 国も県も精いっぱい

やるということではもう一致しております。

ただ、どうしても審査に持っていくまでに、

先ほど言いましたように、疫学調査、それか

ら検診も６項目ほど受けていただかないとい

けませんので、かつ私どもが一方的に検診な

どの期日を指定して来ていただくというわけ

ではなくて、申請者の方々と日程調整もしな

がら都合に合わせてやっていくというスタイ

ルもとっておりますので、姿勢としては一生

懸命速やかにやろうという姿勢で頑張ってい

きたいというふうに思っております。ただ、

実績についても、審査会、国も県も再開した

ばかりですので、これから実績も見ながら、

より体制が強化できるように検討していきた

いというふうに思っております。 

 

○鎌田聡委員 多分申請されている方は御高

齢の方がかなり多いと思いますので、できる

だけ早くそういった審査ができるような対応

をお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○松村秀逸委員 ２点お尋ねします。 

 まず１つ、この新しい計画案の中で、新規

取り組みで温暖化に対する適応策の推進とい

うことで、今後どういうふうにやり方を考え

ていらっしゃるのかということと、もう一つ

は、地下水保全、地下水というのは非常にや

っぱり将来的に心配でございます。これ、農

業を通じた地下水保全対策ということで考え

てあられるようですが、どういう方法でお考

えなのかというのをお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○佐藤環境立県推進課長 まず、適応策でご

ざいます。 

 まず、適応策とはということですが、現在

の地球温暖化対策は、温室効果ガス削減を中

心に取り組んできたところでございますが、

実は各地で非常に大気や海洋の温度、海面の

水位上昇等が観測されたとの報告がされてお

ります。 

 このような気候変動による影響に対して、

被害を最小化するという対策をとっていこう
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という考え方でございますが、環境省が行っ

た温暖化影響や適応策に関する検討では、特

に気候、地形等によって、その影響の度合い

が異なると示されておりますが、九州では、

特に、台風の増加に伴う高潮浸水被害ですと

か熱中症リスクの増加などが、他の地域と比

較すると大きな影響が出ると想定をされてい

るということでございます。 

 このようなことを念頭に、災害予測ですと

か、防災強化、それから熱中症、感染症等の

健康リスク対策、暑さに強い農作物の開発で

すとか高水温耐性のノリの品種の提供などに

取り組んでいくということで、分野別に検討

しているところでございます。 

 これまでにも行ってきた取り組みもござい

ますが、広い分野において適応策という考え

方を取り入れまして、データ収集ですとか関

係者間での情報共有などを行っていきたいと

考えております。 

 そのためにも、例えば各分野で事業計画を

つくる際には、そういった科学的知見や地域

的特性を踏まえた適応の視点を加えていくな

ど、そういった工夫をしながら取り組みをし

ていきたいと考えております。 

 それから、地下水の保全対策についてでご

ざいます。 

 地下水につきましては、その保全対策につ

いては、まずは涵養と節水という２点から取

り組みをしているところでございますが、涵

養につきましては、涵養対策に取り組むとと

もに、節水につきましては、県民の方の御理

解、地下水は公共水であるという認識を持っ

ていただくために、啓発等に力を入れていき

たいと考えております。 

 

○松村秀逸委員 涵養について、特に農地向

けに──この間もちょっと私言ったかと思い

ますが、熊本市においては、住宅用等には地

下水を浸透ますをするための補助金があるん

ですが、できますなら、農業問題とこの地下

水というのは、やっぱり大きく影響すると思

うんです。特に、開田をよくされているとこ

ろは地下水を吸い上げていらっしゃいますの

で、地下水を将来的には非常に私は心配して

おります。 

 そういう意味では、今ハウス栽培が非常に

多い関係で、もともと田畑が相当吸収しよっ

た部分が外に流れ出ると。それをできれば田

畑に補助金を出していただくような形でない

と無理をするかと思いますが、例えば耐候性

ハウスをされるときにセットで補助金を出

す、そして地下水浸透ますも一緒につくって

いただくというような形で、できるだけ田畑

からの雤水の外に出る部分を防いでいただく

ことによって地下水保全対策と、それと、そ

れが結果として水害にもなっているんです

ね。道路が非常に傷んでおるということで、

そこら辺の対策を考えていただくならいいの

かなというふうに私思いますが、よろしくお

願いします。 

 

○佐藤環境立県推進課長 今おっしゃいまし

たビニールハウス向けの雤水浸透ますにつき

ましては、実は熊本市が今一部補助金を実施

しているところでございますが、熊本地域の

そういった取り組みが広がるように、熊本地

域の地下水会議等を通じて、他の市町村につ

いても呼びかけをしていきたいと考えており

ます。 

 それから、白川中流域の田んぼは非常に地

下水に向けて浸透しやすい地層でございます

ので、特に熊本地域のそういった田んぼの浸

透性を利用いたしまして、例えば稲作が終わ

った後の冬期の湛水事業ですとか、そういっ

た取り組みについても積極的に進めたいと考

えております。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

いたします。 
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 ほかにその他で何かございませんか。 

 

○西岡勝成委員 クルーズ船のことについ

て、観光課にお尋ねしたいんですが、坂田先

生がいらっしゃいますけれども、非常に年々

倍々ゲーム以上にふえてきている。そしてま

た、そういう要望もあっているということで

すが、八代港は貨物もあるので、受け入れ体

制というのは限度があると思うんですが、今

どういう状況になっているんですかね。要望

というか寄港したいという。 

 

○寺野企業立地課長 実際、港湾課のほう

で、要望が来年も30とかいっぱい来てまし

て、おっしゃったように貨物港でございます

ので、石炭、粉物、貨物がどれだけ入るか

と、これを押さえながら、あいている日に岸

壁調整をやることで手続を進めているところ

でございます。 

 今回、知事答弁で、50回、60回の話があり

ましたけれども、できればそういう方向で何

かうまく調整して、なるたけ受け入れて活性

化ができないかということで今調整をやって

いるように聞いております。 

 

○西岡勝成委員 人様の施設でこういう話を

するのは怒られるかもしれぬ。 

 九電の苓北火電のバースは、県内でも一番

深い水深を持っているバースがあって、苓北

の町長さんに聞いたら、１バースあいてる

と。１週間に１回ぐらい石炭を持ってきてい

るということでございますけれども、あそこ

に仮に８時間でも10時間でも来てくれて、天

草の観光、温泉もあるし、陶磁器もあるし、

イルカもあるし、８時間ぐらいならゆっく

り、爆買い用の施設も結構本渡にはあるんで

すね。 

 そういうことを考えると、来年が天草のビ

ッグイヤーですよ、世界遺産のことも含め

て。県として、そういうアプローチを彼らに

したことあるのかな。 

 

○寺野企業立地課長 苓北港は、深さ13メー

トルほどありまして、バース長は235メータ

ーと。今八代に来ているやつは、結構250メ

ーター以上ありまして、まずこの長さが足ら

ないという問題があります。 

 それと、苓北港につきましては、九電さん

の持ち物でございますので、非常にセキュリ

ティー部分について御懸念があるという話を

九電さんからお伺いしております。 

 

○西岡勝成委員 セキュリティーは、原発な

らともかく火力発電所ですから、それは我々

が考える以上にセキュリティーの問題はある

かもしれませんけれども、バースに船つけ

て、八代港を見てもそんなに何か施設がある

わけじゃないし、そのままバスに乗り込むだ

けですよね。そうすると、そんなに施設が要

るわけじゃないし、これは正式にトップで知

事なりそういうものにアプローチをしてみる

価値は私はあるんじゃないかと思いますの

で、九電さんの持ち物を勝手に我々があれす

るのはどうかと思いますけれども、ただお願

いをして、それはもう非常にインパクトがあ

ると思いますよ。 

 八代港が、そういうことで貨物のこともあ

るし、受け入れが困難であれば、ぜひそうい

うものを天草の観光振興に──これはもう本

当にインパクトがあると思うんですよ。陶磁

器はあるし、世界遺産はあるし、温泉ある

し、全てそろってますから、ぜひその辺は一

回アプローチをしていただいて、今規制緩和

とかいろいろあると思うんですけれども、し

ていただきたいと思います。 

 

○寺野企業立地課長 再度、もう一度九電さ

んとお話をさせていただきたいと思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 
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○坂田孝志委員 八代から天草にやるあれも

あるけんな、検討してもらいたい。 

 

○西岡勝成委員 そうですね。小舟で。 

 

○田代国広委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、陳情等が２件提出されております

ので、参考としてお手元に配付しておりま

す。 

 次回の委員会については、来年の１月26日

火曜日午前10時からを予定しております。 

 なお、正式通知については、後日文書で行

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、第５回経済

常任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前11時58分閉会 
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